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来月から施行される改正消費税契約法 

 消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結

される契約（消費者契約）について消費者を保護

するための民事ルールを定めた法律で、すべての

消費者契約に適用されます。本年６月から同法が

改正され、不当な勧誘による契約の取消権や無効

となる契約条項の追加などが行われます。 

◆不当な勧誘による契約の取消権を追加 

 消費者契約法では、事業者が一定の不当な勧誘

を行い締結された契約の場合、消費者はその契約

を後から取り消すことができるとされています。

例えば、重要事項について事実と異なる説明をし

た場合や、不利な情報を故意又は重大な過失によ

り告げなかった場合、通常必要とされる分量を著

しく超えることを知りながら勧誘した場合などが

不当な勧誘に該当し、契約の取消事由になります。 

 改正によって不当な勧誘行為に、＊勧誘するこ

とを告げずに退去困難な場所へ連れていき、勧誘

した場合、＊第三者に契約の相談を行うことを威

迫する言動を交えて妨げた場合、などが追加されま

す。 

◆免責の範囲が不明確な契約条項は無効に 

 また、同法では無効となる不当な契約条項（損害

賠償責任の全部を免除する条項や一切のキャンセル

などを認めない条項など）について規定しています。 

 改正によって、損害賠償責任の一部免除条項で「法

令に反しない限り」など免責の範囲が不明確なもの

は無効となりました（軽過失の場合に限り適用され

ることを明確にしていれば有効）。 

 このほか、事業者に対する努力義務として、契約

の解除権行使に必要な情報提供や解約料の算定根拠

の説明などが加えられています。 

インボイス制度の実施に関連した注意事例 

 本年１０月からインボイス制度が実施されますが、

課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、制

度実施後６年間は一定の範囲で仕入税額控除が認

められる経過措置が設けられています。 

 公正取引委員会によると、経過措置があるにもか

かわらず、発注事業者が取引先の免税事業者に対し

て制度実施後も課税事業者に転換しない場合は、消

費税相当額を取引価格から引下げると文書で伝える

など一方的に通告を行った事例が複数確認されたこ

とから、独占禁止法違反行為の未然防止のため注意

が行われました。 

 このような事例は、独占禁止法又は下請法上、 

問題となる恐れがあるとしています。 

住民税決定通知書で控除額を確認 

 個人住民税は、前年の１～１２月までの所得金額に基づき税額が産出され、毎年５～６月に住民税決定

通知書が届きます。 

 昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方は、住民税が減額され

る形で控除が行われています（ワンストップ特例適用者は所得控除分を含めた控除額の全額を住民税から

控除）。 

 住民税決定通知書に記載されている税額控除に間違いがないかを確認しましょう。 
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